
令和７年度静岡県自殺対策連絡協議会

日 時：令和８年１月 29 日（木）
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(2) 自殺対策基本法の一部改正について

(3) 自殺総合対策行動計画及び県の取組について

(4) 自殺総合対策行動計画の名称変更について
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自殺者の状況について

１ 自殺者の状況

（１）全国の自殺者（人口動態統計）

・全国の令和６年の自殺者は 19,608 人であり、近年で２番目低い水準となった。

（p.２ 上段）

（２）静岡県の自殺者（人口動態統計）

・静岡県の令和６年の自殺者は 527 人であり、近年で最も低い水準となった。

（p.２ 下段）

・自殺死亡率（人口 10 万人あたり）は 15.5 で、都道府県別の自殺死亡率が高い方

から数えて 33 番目。（p.３）

（３）静岡県の自殺者（警察庁統計）

・警察庁統計による静岡県の令和６年の自殺者数は 587 人。（p.４ 上段）

・年代別では、例年どおり働き盛り世代（40～50 代）の人数が多い

（Ｒ６は全体の 38％）。（p.６ 下段）

（４）全国の小中高生の自殺者（警察庁統計）

・令和６年の全国の小中高生の自殺者数は 529 人で過去最多となった。（p.５ 上段）

・静岡県における令和６年の小中高生の自殺者は 13 人。

（参考）人口動態統計と警察庁統計の違い

統計種別 対象 計上地点

人口動態統計 日本人 対象者の住所地

警察庁統計 日本人、外国人 対象者の発見地

資料１-１
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自殺対策基本法の一部改正について

１ 改正の概要

（１）概略

こどもの自殺に関する極めて深刻な状況に対応するため、基本理念にこどもに係る

自殺対策を社会全体で取り組むことを明記するとともに、地方公共団体にこどもの自

殺に係る必要な情報交換や対処等の協議を行う協議会を置くことができる条文を追加

するなどの、こどもの係る自殺対策を推進するための体制整備措置等を定めたもの

（２）公布日

令和７年６月 11 日

（３）施行日

令和７年 12 月１日（ただし、一部は令和８年４月１日）

（４）内容

別紙のとおり（p.10）

２ 法改正に係る主な取組事項

３ こどもの自殺に係る協議会の設置について

令和７年 12 月 23 日に開催された国主催の自治体担当者会議において、改正自殺対策基

本法で新たに規定された協議会について説明が行われた。

（１）協議会の設置主体

市 町 村：・個別のケース検討会議を開催し、具体的な支援の内容等を協議

都道府県：・管内全体のこどもの自殺の状況把握、課題や取組状況等の整理

・市町村だけでは対応が困難な事例への対応等の市町村支援を実施

（２）開始時期

・国は令和８年度に、法定協議会の効果的な運営に向けたモデル事業を実施

・国のモデル事業の動向を注視し、協議会設置に向けて体制整備を行う。

主な改正内容 対応・検討事項

・協議会の設置（第 19 条、第 20 条）

＜市町＞

・個別ケースに対応できる体制の整備

＜県＞

・市町の協議会設置に係る体制整備の支援

・こどもの自殺危機対応チームの体制強化

・精神科医等の医療従事者に対する自殺の

防止等に関する研修の機会の確保につい

て規定（第 18 条）

・精神保健福祉センターが実施している既存

の研修の実施方法の検討

・こども家庭庁の所管事務として、こども

に係る自殺対策を規定

（改正法附則第３項）

・担当部署の整理、関係部署間の連携促進

資料 2-1
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自殺総合対策行動計画及び県の取組について

１ 概要

・計画期間：令和５年度から令和９年度までの５年間（本年度は３年目）

・取組の性質ごとの４つの大項目に係る進捗状況は、令和６年度末時点で、達成率 100％

が 25 指標、75％以上 100％未満が 11 指標、50％以上 75％未満が３指標、50％未満が

４指標となった。

２ 進捗状況の内訳

（１）自殺リスクを低減させるための環境整備（p.12 下段）

・達成は８指標、75％以上の達成を含めると 10 指標が順調に進捗している。

（２）対象者（属性）ごとの対策の推進（p.13～p.14 上段）

・達成は８指標にとどまっている。

・未達成のうち、３指標が 50％未満の状況。取組を加速するとともに、次期計画へ

の反映に検討が必要。

（３）様々な困難を抱える方を支える体制整備（p.14 下段）

・達成は７指標、75％以上の達成を含めると８指標が順調に進捗している。

・未達成のうち、１指標が 50％未満の状況。

（４）各地域レベルの取組への支援（p.15 上段）

・達成は２指標、75％以上の達成を含めると３指標が順調に進捗している。

達成状況

（１）自殺リスクを低減させるための環境整備

【指標数 11】

達成 100％ ◎ ８

～100％未満 〇 ２

未達成 ～75％未満 △ １

～50％未満 × ０

（２）対象者（属性）ごとの対策の推進

【指標数 20】

達成 100％ ◎ ８

～100％未満 〇 ７

未達成 ～75％未満 △ ２

～50％未満 × ３

（３）様々な困難を抱える方を支える体制整備

【指標数 ９】

達成 100％ ◎ ７

～100％未満 〇 １

未達成 ～75％未満 △ ０

～50％未満 × １

（４）各地域レベルの取組への支援

【指標数 ３】

達成 100％ ◎ ２

～100％未満 〇 １

未達成 ～75％未満 △ ０

～50％未満 × ０

合計

【指標数 43】

達成 100％ ◎ 25

～100％未満 〇 11

未達成 ～75％未満 △ ３

～50％未満 × ４

資料３-１
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自殺総合対策行動計画の名称変更について

１ 要旨

令和５年度から令和９年度までの５年間を計画とする現行の自殺総合対策行動計画に

ついて、以下のとおり名称を変更する。

変更前：第３次いのち支える“ふじのくに”自殺総合対策行動計画

変更後：第３次静岡県自殺総合対策行動計画

変更日：令和８年４月１日付け

２ 変更の理由

「ふじのくに」を含め、県民にとってわかりにくい一部のワードについて、全庁的に見

直しを進めている。

ついては、自殺総合対策行動計画についても、名称変更を行う。

３ 備考

名称変更のみを行い、計画の内容は変更しない。

資料 4-1
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令和６年度自殺対策連絡協議会における主な意見

日時：令和７年９月４日（水）

午後３時 30 分から午後５時まで

場所：静岡労政会館５階第３会議室

１ 現行計画について

・第３次行動計画について、計画自体は細かく整備されており、方向性は概ね適

切である。一方で、現状（令和５年）の自殺者数の増加との乖離があるため、

施策の届け方を工夫していくとともに、地域レベルでどのように計画を実

践・浸透させるかという方法論の工夫が求められる。

・自殺対策は、行政だけでなく、各領域の組織の中で「一人一人が県民として社

会全体で予防的に意識づけされるように。」という取組が必要。

・施策項目が多岐にわたるため、優先順位を毎年度で絞り、対象別に「今年はこ

れを徹底する」といった具体的な重点を示すことが効果的。

２ 若者の自殺対策について

・子どもの自殺は大人の責任であり、若年者が SOS を出せないほど追い詰めら

れる前に周囲がサインを察知できるよう「大人側の感度向上」が不可欠。

・学校現場では心理職による心理教育や SOS の出し方教育のニーズがあり、学

校ニーズに応じた柔軟な支援と心理職の育成が重要。

・妊産婦など特定集団の自殺リスクが顕在化しており、切迫した場合は精神科医

療機関へ迅速につなぐ体制、軽症段階でも早期に専門へつなげる仕組みが求

められる。

・国がモデル事業として推進する「自殺危機対応チーム」については、導入前に

具体的事案での対応状況を検証し、チームの価値や効果を明確にしたうえで

設置を判断することが求められる。

・LINE 相談などは若年層へのリーチに有効であり継続すべき。これらの手法は

中高年層にも応用可能であるため、対象拡大の検討ができると良い。

・市販薬の乱用（オーバードーズ）対策として、ゲートキーパー研修や各種問題

に対応できる専門職の育成等が重要。
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３ 就業者向けの自殺対策について

・働き盛りの自殺増加は深刻で、職場文化として相談しにくい状況があるため、

企業内の相談ルート整備や労務担当者への支援・教育が必要。

・企業には具体的で分かりやすいアクションを提示することが効果的（例：「今

年はこれを徹底する」といった重点項目を明示）。

・産業保健総合支援センター等と連携し、メンタルヘルス研修やゲートキーパー

研修を継続実施すること、職場からの相談に対応する両立支援要員を活用し

て個別支援を強化すること等が有効。

・ハラスメント対策やガバナンス強化、経済的要因への配慮（賃金・雇用安定等）

を含めた包括的支援を企業側へ分かりやすく示す必要がある。就職氷河期世

代など背景要因にも配慮した支援策が求められる。

４ その他

・孤独・孤立対策推進法に基づく地域の重層的支援体制の整備は自殺対策と直接

的に結びつく重要施策である。

・自殺要因は複合的であるため、年齢・職業・生活背景ごとの詳細な分析を進め、

施策の成果と限界を明確にする評価体制を整備することが重要。

・警察や学校、企業、市町村といった現場の代表が定期的に意見交換できる場を

設け、具体的な困りごとや好事例を共有して現場実装を促進することが望ま

しい。
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静岡県自殺対策連絡協議会設置要綱

（目的）

第１条 自殺対策基本法（平成 18 年 10 月 28 日施行）及び自殺総合対策大綱（平

成 19 年６月８日発表）を受け静岡県においても自殺予防対策を総合的に推進

していくために、医療、労働、学識経験者等の意見を幅広く取り入れ、各種

意見を調整すること及び静岡県の自殺予防対策方針策定を目的として、静岡

県自殺対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。

（１）自殺予防対策に係る総合的な施策の検討、調整、意見具申に関すること。

（２）自殺者の遺族のケアに関する施策の検討及び推進に関すること。

（３）地域における自殺予防対策の推進等に関すること。

（４）その他自殺予防対策について必要な事項に関すること。

（組織及び役員）

第３条 協議会は、別表に掲げる団体から推薦された者をもって組織する。

２ 協議会に会長をおき、会長は、委員の互選によって定める。

３ 協議会の副会長は、会長が指名する。

４ 協議会の議長は、会長が行う。

５ 議題の内容によっては委員を追加することができる。

６ 県の関連行政機関は必要に応じて協議会に出席する。

７ 協議会には、部会を置くことができる。

（任期）

第４条 委員の任期は３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

（庶務）

第５条 協議会の庶務は、健康福祉部障害者支援局障害福祉課が行う。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、

会長が定める。

附 則

この要綱は、平成 19 年９月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成 20 年５月 30 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 20 年６月 11 日から施行する。
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附 則

この改正は、平成 21 年１月６日から施行する。

附 則

この改正は、平成 21 年６月 15 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 22 年２月２日から施行する。

附 則

この改正は、平成 22 年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成 22 年６月 29 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 22 年９月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成 23 年１月６日から施行する。

附 則

この改正は、平成 24 年１月 30 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 24 年７月２日から施行する。

附 則

この改正は、平成 24 年 11 月 20 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 25 年 10 月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成 26 年５月 30 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 26 年 10 月 21 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 27 年４月 10 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 27 年７月 23 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 28 年６月 20 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 28 年 10 月 18 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 29 年９月 11 日から施行する。
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附 則

この改正は、平成 29 年９月 11 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 30 年 12 月 10 日から施行する。

附 則

この改正は、令和２年１月 23 日から施行する。

附 則

この改正は、令和３年３月 15 日から施行する。

附 則

この改正は、令和３年６月７日から施行する。

附 則

この改正は、令和３年 11 月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和４年 10 月 28 日から施行する。

附 則

この改正は、令和７年９月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和８年１月６日から施行する。
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（別表）

静岡県自殺対策連絡協議会

１ 委員

団体名 備考

一般社団法人静岡県医師会

静岡県精神科病院協会

静岡県精神神経科診療所協会

静岡産業保健総合支援センター

一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会

社会福祉法人浜松いのちの電話

静岡県弁護士会

静岡県司法書士会

株式会社静岡新聞社

一般社団法人静岡県経営者協会

静岡労働局労働基準部

公益社団法人静岡県看護協会

静岡県警察本部生活安全部

一般社団法人静岡県公認心理師協会

静岡県保健所長会

静岡県市長会

静岡県町村会

静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部

浜松市健康福祉部
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２ 行政

静岡県 くらし・環境部 県民生活課

くらし交通安全課

男女共同参画課

健康福祉部 地域福祉課

福祉長寿政策課

介護保険課

こども政策課

こども未来課

こども家庭課

疾病対策課

障害福祉課

健康増進課

薬事課

精神保健福祉センター

経済産業部 産業人材課

経営支援課

教育委員会 教育政策課

義務教育課

高校教育課

特別支援教育課

健康体育課

社会教育課

静岡市

浜松市
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